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１．はじめに 

本市では、平成 17 年度から行財政改革の取組として「富士市定員適正化計画」を策定し、職員

数の削減を推進してきました。 

行政需要が多様化する中、効果的かつ効率的な行政サービスを安定して提供していくためには、

職員数を適正に管理することに加え、様々な任用形態がある職員について、適正な職員構成を構築

することが重要であります。 

このため、計画の視点を、職員数を対象とした「定員適正化」から、職員の任用形態や勤務形態

等を含めて対象とする「職員配置適正化」へと広げ、「富士市職員配置適正化計画」を令和３年度に

策定いたしました。 

この追補版は、人事院勧告に基づく大幅な職員給与改定を実施している状況や今後の見通しを踏

まえ、計画期間中ではあるものの、計画目標（主指標）等を一部追記し、「富士市職員配置適正化計

画」を補完するものとして作成しました。 

 

２．計画目標（主指標）の進捗状況、令和６年度以降の見通し 

【基本方針、計画目標（主指標）】 

 「富士市職員配置適正化計画」では、職員の給与単価が概ね横ばいで推移していくことを前提に、

「正規職員、会計年度任用職員を含めた総人件費の削減」を基本方針に掲げています。 

また、「各年度の普通会計における総人件費（退職手当を除く。）について、令和２年度決算額（165

億 1,000万円）を上限とすること」を計画目標（主指標）に設定しています。 

 

【計画目標（主指標）：普通会計における総人件費（退職手当を除く。）の推移】 

年度 総人件費 令和２年度との差額 

令和２年度 165億 1,000万円（目標額） － 

令和３年度 168億 8,863万円 ＋3億 7,863万円 

令和４年度 167億 2,051万円 ＋2億 1,051万円 

令和５年度 171億 3,431万円 ＋6億 2,431万円 

 

【令和５年度総人件費増加の主な要因】 

要因 増加額（令和２年度比概算） 

給与改定等による増加 ＋1億 9,000万円 

時間外勤務手当等の増加 ＋1億 6,000万円 

会計年度任用職員の増加 ＋1億 3,000万円 

任期付職員の不足分の補充（保育園等） ＋8,000万円 
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【計画目標（主指標）の令和６年度以降の見通し】 

 

令和６年度当初予算では、会計年度任用職員の報酬についても、正規職員の若年層と同様に大幅

な増額を行っており、令和６年８月の人事院勧告では、民間給与の状況を反映して、約 30 年ぶり

となる高水準のベースアップが実施されました。国の動向などを踏まえると、今後も職員給与の増

額の動きは続くものと予想されます。 

また、令和５年度に「定年延長制度」が導入されたことに伴い、今後、10 年にわたり 60 歳以上

の職員数が最大で 300人程度増加すると想定されますが、将来を見据えた若手職員の採用も継続的

に実施していく必要があり、一時的ではありますが職員数の増加が見込まれます。 

さらに、定年延長者の給与が、現役時代の７割に設定されるなど、計画策定時点では想定できな

かった様々な要因により、状況が大きく変わってきています。 

 

 

【参考：正規職員及び会計年度任用職員の定数の推移】      括弧書き：令和２年度との差 

年度 正規職員数 会計年度任用職員数 合計 

令和２年度 2,744人 981人 3,725人 

令和３年度 
2,723人 

（▲21人） 

982人 

（＋1人） 

3,705人 

（▲20人） 

令和４年度 
2,730人 

（▲14人） 

1,010人 

（＋29人） 

3,740人 

（＋15人） 

令和５年度 
2,752人 

（＋8人） 

1,003人 

（＋22人） 

3,755人 

（＋30人） 

 

 

３．追補版の策定（新たな計画目標の追加） 

 「２．計画目標（主指標）の進捗状況、令和６年度以降の見通し」のとおり、今後、総人件費だ

けでは計画の目標達成度を測っていくことが困難となっています。 

 こうした中、総人件費は、主に給与単価と総労働時間を基に算出されることから、給与単価が変

動する状況下においては、経年比較がしやすい総労働時間に着目しました。 

 ついては、職員の総労働時間を新たに計画目標（主指標）に追加した上で、働き方改革やＤＸの

推進など効率的な行政運営により、市民サービスを低下させることなく目標を達成できるよう、計

画の進行管理を行っていきます。 
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４．追補内容 

 追補内容については、現計画に追記する形で示した、以下の朱書き部分になります。 

 

 

【富士市職員配置適正化計画（令和４年度～令和８年度）】 

１ 計画策定の趣旨 

本市は、平成 17年度から行財政改革の取組の１つとして「富士市定員適正化計画」を策定し、

職員数の削減を推進してきました。これまで、事務事業の再編・整理や民間委託の推進等により

一定の削減を実現しましたが、その一方で、地方分権の推進や社会経済情勢の変化等に対応す

るための増員も並行して行ってきました。職員数を確保することは行政サービスの維持向上に

つながる重要な要素ですが、市財政の歳出において大きな割合を占める人件費に直結するため、

適正な管理を継続して行っていくことが必要です。 

また、多様化する行政需要に的確に対応し、効果的かつ効率的な行政サービスを安定的に提

供していくためには、様々な任用形態がある職員について、適正な職員構成を構築することも

重要です。任期の定めのない正規職員、任期付職員、会計年度任用職員等について、それぞれの

職の設定、業務内容、勤務形態が適当であるかを常に考慮していく必要があります。 

これらのことを踏まえ、計画の視点を、職員数を対象とした「定員適正化」から、職員の任用

形態や勤務形態等を含めて対象とする「職員配置適正化」へと広げ、新たに「富士市職員配置適

正化計画」を策定することとします。 

 

２ これまでの経過 

⑴ 定員適正化に向けた取組 

本市では、平成 17 年３月に国から通知された「地方公共団体における行財政改革推進のた

めの新たな指針」を契機に、定員適正化計画を「富士市行政経営プラン」の取組事項として位

置付け、継続的に職員定数の適正化に取り組んできました。取組の概要は以下のとおりです。 

Ｈ17年度～Ｈ21年度 Ｈ22年度～Ｈ26年度 Ｈ28年度～Ｒ２年度 

行政経営プラン 第２次行政経営プラン 第３次行政経営プラン 

定員適正化計画 

目標値 ▲120人 

実 績 ＋167人 

 

 

実 績 ▲24人（正規） 

定員適正化計画 

目標値 ▲142人 

実 績 ＋ 58人 

 



4 

  

＜平成 17年度～平成 21年度＞ 

職員数について、国から求められた水準を超える削減目標（5.2％、120人削減）を設定

しました。事務事業の再編や民間委託等の推進により、平成 20 年４月１日時点で 43 人削

減しましたが、旧富士川町との合併の影響（155人増）が大きく、最終的な職員数は 167人

の増加となりました。 

  主な取組：ふじやま学園給食事業の民間委託 

       クリーンセンターききょうの民間委託 等 

＜平成 22年度～平成 26年度＞ 

国から数値目標設定の要請はありませんでしたが、引き続き職員数の適正化に取り組み、

正規職員 24人を削減しました。 

  主な取組：公設地方卸売市場の民営化 等 

＜平成 28年度～令和２年度＞ 

職員数について、計画期間内の増減要因を積み上げて削減目標（142 人削減）を設定し

ました。計画どおりの削減につながった要因（「計画内の達成要因」）があった一方で、「計

画内の未達成要因」や「計画外の要因」の発生により、最終的な職員数は 58人の増加とな

りました。 

  主な取組：くすの木学園の民営化、 

       まちづくりセンター講座の企画運営の一元化 等 
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⑵ 定員適正化計画（平成 28年度～令和２年度）の評価 

直近の定員適正化計画（平成 28 年度～令和２年度）について、正規職員及び臨時職員（会

計年度任用職員）の目標人数及び実績人数は下表のとおりです。 

正規職員については、「計画内の未達成要因」や「計画外の要因」の発生により、削減目標を

達成できず、職員数が増加しました。 

臨時職員については、削減目標を達成することができましたが、「計画外の要因」の発生が

大きく影響しています。 

正規職員・臨時職員ともに、「計画外の要因」により目標人数と実績人数が乖離する結果と

なっており、目標設定の方法について課題があります。 

 

 

 

区分 
基準人数Ａ 

（H27.4.1） 

目標人数Ｂ 

（R3.4.1） 

実績人数Ｃ 

（R3.4.1） 

目標との差 

Ｃ－Ｂ 

実増減 

Ｃ－Ａ 

正規職員 1,807人 1,720人 1,960人 +240人 +153人 

臨時職員 884人 829人 789人 ▲40人 ▲95人 

計 2,691人 2,549人 2,749人 200人 ＋58人 

・正規職員は、基準人数と比較して 153人増加しました。 

・臨時職員（会計年度任用職員）は、基準人数と比較して 95人減少しました。 

・正規職員数の増減に影響を与えた要因のうち、主なものは以下のとおりです。 

＜計画内の達成要因＞ 

共同電算事業の進捗（▲５人） 

新環境クリーンセンター建設事業の進捗（▲９人） 等 

＜計画内の未達成要因＞ 

市民サービスコーナーの廃止（計画▲26人→実績▲０人） 

福祉キャンパスの民営化（計画▲31人→実績▲10人） 等 

＜計画外の要因＞ 

会計年度任用職員制度導入に伴う臨時職員の正規職員化（＋117人） 

育児休業職員の代替臨時職員の正規職員化（＋36人） 

生活保護世帯増加への対応（＋５人） 

スポーツ交流の推進（＋３人） 

まちづくりセンター講座の企画運営の一元化（▲10人） 等 
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３ 職員数と人件費の推移 

 ⑴ 職員数（一般会計・特別会計）の推移 

平成 28年度から令和２年度までの職員数の推移を見ると、増加傾向にあることがわかりま

す。主な理由としては、福祉部門等における業務量の増加、育児休業職員の代替臨時職員の

正規職員化（平成 30年度～）、会計年度任用職員制度の導入（令和２年度～）が挙げられま

す。 

また、令和２年度は会計年度任用職員制度の導入に伴い、臨時職員の正規職員化が保育士

等の職種を中心に行われたため、職員構成が大幅に変化しています。 

 

   

 

各年４月１日時点 

3,083 3,124 3,167 

500 437 443 434 501 

873 928 930 939 763 

43 

1 1 85 

1,711 1,718 1,750 1,766 1,786 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

H28 H29 H30 R1 R2

（人）

正規職員 任期付職員

臨時的任用職員 会計年度任用職員・臨時職員（定数）

会計年度任用職員・臨時職員（定数外）

3,083 3,124 3,140 3,178
3,084 

各年４月１日時点 

正規職員 

会計年度/臨時(定数)

任期付職員 

会計年度/臨時(定数外)

臨時的任用職員 

・総職員数は増加傾向にあります。 

・正規職員数は年々増加しており、令和２年度と平成 28年度を比較すると、75人増加して

います。また、任期付職員（85）と臨時的任用職員（43）を含めると、合計で 203人増加

したこととなります。 

・会計年度任用職員数（臨時職員数）は、令和元年度まではほぼ横ばいでした。令和２年度

は、会計年度任用職員制度の導入に伴い、定数職員が前年比で 176人減少しました。その

一方で、定数外職員が前年比で 67人増加しています。 

※職員数は各年４月１日時点の実人数 

   正規職員…育休、派遣等を除く 

会計年度任用職員・臨時職員（定数）…通年雇用で１日６時間以上かつ週４日以上の勤務者 

会計年度任用職員・臨時職員（定数外）…上記以外の勤務者 
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⑵ 人件費（当初予算、一般会計・特別会計）の推移 

令和２年度当初予算と平成 28 年度当初予算を比較すると、総人件費は増加しています。主

な理由としては、正規職員数の増加や給与改定が挙げられます。 

また、会計年度任用職員（臨時職員）全体の人件費は減少していますが、定数外職員に係る

人件費は増加しています。 

 

 

  

・令和２年度の総人件費は、平成 28 年度と比較して増加しています。 

・正規職員に係る人件費について、令和２年度（13,737）と平成 28 年度（13,465）を比較す

ると、約２億７千万円増加しています。また、任期付職員に係る人件費（389）と臨時的任

用職員に係る人件費（204）を含めると、合計で約８億６千万円増加したこととなります。 

・会計年度任用職員（臨時職員）全体に係る人件費について、令和２年度（2,344＋737）と

平成 28 年度（2,643＋674）を比較すると、約２億４千万円減少しています。しかし、定数

外職員に係る人件費は約６千万円増加しており、総人件費に占める割合も伸びています。 

正規職員…退職手当、特別職に係る人件費を除く 

会計年度任用職員・臨時職員（定数）…通年雇用で１日６時間以上かつ週４日以上の勤務者 

会計年度任用職員・臨時職員（定数外）…上記以外の勤務者 

 

会計年度/臨時(定数外)

臨時的任用職員 

任期付職員 

674 737 

2,643 2,344 

204 
389 

13,465 

13,737 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

H28 R2

正規職員 任期付職員

臨時的任用職員 会計年度定数

会計年度定数外

会計年度/臨時(定数)

会計年度/臨時(定数外)

任期付職員

臨時的任用職員

（百万円）

16,782
17,411

正規職員 
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４ 今後想定される職員数の増減要因 

  職員配置適正化の推進においては、行政需要と職員数等のバランスを調整しつつ、機動的かつ

柔軟に対応できる職員体制の確立が求められます。現時点で今後想定される職員数の増減要因は

次のとおりです。 

 ⑴ 増加要因 

   市の重点施策等に対応するため、職員数の増加が想定されるもの 

ア 少子高齢化・人口減少への対応 

    イ 制度変更への対応（自治体情報システムの標準化等） 

    ウ 突発する新たな行政課題への対応（新型コロナウイルス感染症等） 

 ⑵ 減少要因 

   事業の縮小や廃止、実施方法の変更等に伴い、職員数の減少が想定されるもの 

ア 施設の統廃合（公立教育・保育施設の再配置等） 

    イ 事業の終了（インター周辺区画整理事業等） 

ウ 事業の縮小、廃止、実施主体の見直し（業務活動レビュー削減提案事業等） 

エ 民間活力の導入 

オ デジタル変革等による業務効率化 

 ⑶ その他要因 

   事業量に直接的な関連は少ないが、職員数に影響を与えるもの 

ア 制度改正（定年延長等） 

    イ 職員年齢構成の補正 

    ウ 障害者雇用 
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５ 課題 

定員適正化の経過や職員数と人件費の推移等を踏まえた課題は、以下のとおりです。 

 ⑴ 目標人数と実績人数の乖離（計画目標の設定） 

   定員適正化計画（平成 28 年度～令和２年度）においては、期間内に想定される職員数の増

減要因を積み上げて目標人数を設定しましたが、結果として実績人数との乖離が大きくなりま

した。計画期間が数年にわたる場合、新たな行政需要の発生や不確定要素のある取組の達成可

否を予測することが困難であるため、計画目標の設定手法を見直す必要があります。 

⑵ 定数外職員に係る職員数や人件費の増加 

   定員適正化計画（平成 28 年度～令和２年度）まで対象外としてきた定数外職員について、

職員数と人件費が増加しています。そのため、定数職員のみを管理していく手法を見直す必要

があります。 

 ⑶ 厳しい財政見通し 

   本市の財政状況は、少子高齢化や人口減少が進むなかで、新環境クリーンセンター建設に伴

う公債費の増加などにより、一層厳しさを増していくと予測されます。そのため、抜本的な行

財政改革による歳出削減を実行する必要があり、定員管理に継続して取り組むとともに、人件

費の抑制に取り組んでいくことが重要です。 

 

 

６ 職員配置適正化の基本的な考え方 

⑴ 基本方針 

上記の課題を解決するため、計画の管理対象（主指標）を職員数から「正規職員、会計年度任

用職員（定数・定数外）を含めた総人件費」に替え、その確実な抑制を図っていくことを基本方

針とします。 

 

 

 

 

 

 

  

【基本方針】 

正規職員、会計年度任用職員を含めた総人件費の抑制 

※職員の給与単価は人事院勧告に基づき変動するため、 

総労働時間の縮減により総人件費の抑制を目指します。 
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７ 計画内容 

前述の基本方針に基づき、また、今後の総人件費に影響を与える様々な要因を踏まえ、以下の

とおり計画を策定します。 

⑴ 計画期間 

５年間（令和４年４月１日～令和９年３月 31日） 

 

⑵ 計画目標（主指標） 

ア 普通会計における総人件費【令和４年度～令和８年度】 

各年度の普通会計における総人件費（退職手当を除く。）について、令和２年度決算額 

（165億 1,000万円）を上限とします。 

イ 総労働時間【令和６年度～令和８年度】 

各年度の全職員の総労働時間について、令和５年度実績（812 万 4,141 時間）を上限とし

ます。 

  

＜令和５年度実績の総労働時間内訳＞ 

区 分 
4月 1日時点の 

職員数（参考） 

勤務時間 

（Ａ） 

超過勤務時間 

（Ｂ） 

総労働時間 

（Ａ＋Ｂ） 

正規職員※ 2,801人 5,493,882時間 411,637時間 5,905,519時間 

会計年度任用職員 1,631人 2,203,287時間 15,335時間 2,218,622時間 

合 計 4,432人 7,697,169時間 426,972時間 8,124,141時間 

※正規職員数には、臨時的任用職員を含みます。 

 

⑶ その他の管理指標 

ア 特別会計及び企業会計における総人件費【令和６年度～令和８年度】 

各年度の特別会計及び企業会計における総人件費について、年度ごとの推移を注視し、増

減理由の分析・整理を行っていきます。 

アイ 職員数 

正規職員、定数会計年度任用職員及び定数外会計年度任用職員の職員数について、年度ご

との推移を注視し、次年度の職員配置方針に反映します。 

 



11 

イウ 正規職員と会計年度任用職員の人件費比率（普通会計） 

総人件費の抑制のため、業務内容に基づかない正規職員と会計年度任用職員の入替等が行

われないよう、正規職員と会計年度任用職員の人件費比率について、年度ごとの推移を注視

します。また、正規職員が行うべき本格的業務と会計年度任用職員が行う補助的業務につい

て、分析・整理を継続して行っていきます。 

 

⑷ 計画の管理手法 

ア 定数職員に係る職員配置計画の作成 

正規職員、定数会計年度任用職員（通年雇用で１日６時間以上かつ週４日以上勤務）につ

いて、各部課とのヒアリングを通して必要人員等を精査し、次年度の職員配置計画を作成し

ます。 

なお、職員配置計画の作成にあたっては、現時点で実施が決定している要因や業務活動レ

ビューの削減提案に基づく減員を反映することとします。 

    ＜定数職員の減員予定＞ 
 

※他の要因による増減を勘案していないため、職員配置計画全体の増減とは一致しない。 

 

(ｱ) 公立教育・保育施設再配置計画 

 正規職員▲91人、会計年度任用職員▲84人 

(ｲ) インター周辺区画整理事業の終了 

   正規職員▲９人、会計年度任用職員▲２人 

(ｳ) 業務活動レビュー ※(ｱ)(ｲ)に係る削減を除く 

   正規職員▲36人、会計年度任用職員▲18人  

 

イ 定数外職員（会計年度任用職員）の配置等に係る調整 

次年度の予算査定において、定数外会計年度任用職員に係る配置や勤務形態について精

査を行います。また、総人件費を増加させないという条件の下で、業務執行における効率性

を重視し、定数・定数外にとらわれない柔軟な職員配置を可能とします。 

 

 

 

 

 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 R7.4.1 R8.4.1 R9.4.1 合計 

正規職員 ▲23 ▲9 ▲13 ▲45 ▲28 ▲18 ▲136 

会計年度任用職員 ▲9 ▲7 ▲10 ▲31 ▲15 ▲32 ▲104 

（人） 
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⑸ 計画達成に向けた取組 

業務量の適正化や時間外勤務の縮減に向けた取組を推進し、新たな行政需要や市の重点施策

等に対応するための人員を生み出すことで、総人件費の抑制につなげます。 

ア 業務の抜本的な見直し 

成果が薄れてきた事業や優先度が低くなった事業について、廃止を含めた見直しを継続

的に行います。また、事業の実施主体等についても見直しを行い、民間活力の導入を進め

ます。 

令和２年度に各所属から提出された業務活動レビューの削減提案については、定期的な

進捗管理を行い、各年度の予算に反映します。 

イ 業務の効率化・省力化 

ＩｏＴ※１、ＡＩ※２、ＲＰＡ※３等の新たなデジタル技術の積極的な活用や業務改善事例の

水平展開等を通して、業務の効率化・省力化を図ります。 

ウ 働き方改革の推進 

テレワークの推進や勤務時間のフレックス化等、ワーク・ライフ・バランスの実現に向け

た取組を推進することで、生産性の向上を図ります。 

 

 

※１「モノのインターネット」という意味を表し、自動車や家電のような身の回りのあらゆるモノがインターネ

ットに繋がり、より便利に活用することができること。 
※２人口知能のこと。近年、格段に進歩しており、既に様々な商品、サービスなどに組み込まれて利活用が始ま

っている。 
※３これまで人間が行ってきた定型的なパソコン操作をソフトウエアのロボットにより自動化すること。 
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